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菅
原
道
真
の
地
震
論
と
『
類
聚
国
史
』
の
地
震
記
事

　
平
成
に
入
っ
て
何
か
と
不
安
の
続
く
中
で
、
同
七
年
一
月
、
阪
神
大
震
災

（
Ｍ
７
・
２
）、
ま
た
今
年
三
月
、
東
日
本
大
震
災
に
襲
わ
れ
た
。
前
者
が
村
山

首
相
、
後
者
が
菅
首
相
の
時
に
起
き
た
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
あ
ろ
う
が
、

昔
の
為
政
者
な
ら
ば
、
天
災
は
失
政
へ
の
天
譴
、
と
自
省
し
た
に
違
い
な
い
。

　
今
回
の
大
惨
禍
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
私
共
は
震
災
の
歴
史
も
再
認
識
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
、
地
震
関
係
の
史
料
や
研
究
資
料
（
宇
佐
美

龍
夫
氏
編
『
日
本
被
害
地
震
総
覧
』
新
編
補
訂
版
、
東
大
出
版
会
な
ど
）
を
通

覧
し
た
。
そ
し
て
忽
々
に
書
き
あ
げ
た
拙
稿
「
平
安
時
代
に
も
各
地
で
激
発
し

た
〝
大
地
震
〟」
が
、『
Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
』
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
そ
の
際
、
敢
て
触
れ
な
か
っ
た
が
、
菅
原
道
真
に
は
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）

三
月
執
筆
の
「
地
震
」
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
方
略
試
（
令
制
高
官
登
用
試
験
）

の
問
頭
博
士 

都
み
や
こ
の

  

良よ
し
か香 

が
出
し
た
策
問
に
対
す
る
対
策
（
答
案
）
で
、
漢
文
の

学
力
を
示
す
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
中
で
次
の
ご
と
く
弁
じ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（『
菅
家
文
草
』
八
、
書
き
下
し
文
で
抄
出
）。

（
前
略
）
政
、
威
を
以
て
五
行
を
侮
ら
ば
、
則
ち
造
化
或
は
猶
そ
の
法
を

失
ふ
。（
中
略
）
苟
く
も
君
臣
、
道
を
得
れ
ば
、
則
ち
陰
陽
声
を
呑
み
て

山
車
輪
を
転
ず
。
苟
く
も
政
教
、
治
を
惟
は
ば
、
則
ち
…
暴
虎
ま
さ
に
断

ち
て
必
ず
断
つ
べ
し
。（
後
略
）

　
要
す
る
に
、
政
治
が
威
勢
に
任
せ
て
五
行
（
命
運
）
を
侮
れ
ば
、
造
化
（
天

然
）
混
乱
し
て
災
い
を
な
す
。
し
か
し
、
君
臣
が
道
徳
に
則
り
、
政
教
が
正
し

く
治
ま
れ
ば
、
陰
陽
（
自
然
）
順
調
に
運
び
暴
虎
（
惨
害
）
を
断
つ
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
〝
天
人
相
関
〟
の
思
想
は
、
儒
教
に
由
来
す
る

が
、
律
令
官
人
の
政
治
倫
理
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
意
味
が
あ
ろ
う
。

　
こ
の
菅
原
道
真
が
六
国
史
を
分
類
し
た
『
類
聚
国
史
』
は
、「
祥
瑞
部
」
の
次

に
「
災
異
部
」
を
設
け
、
そ
の
五
に
「
地
震
」
の
記
事
を
集
成
抄
出
し
て
い
る
。

　
そ
れ
を
見
る
と
、
允
恭
天
皇
紀
を
例
外
と
す
れ
ば
、
推
古
天
皇
朝
か
ら
光
孝

天
皇
朝
ま
で
三
百
年
近
い
間
に
約
六
五
〇
回
、
し
か
も
桓
武
天
皇
平
安
遷
都
の

延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
か
ら
光
孝
天
皇
崩
御
の
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
ま
で
僅

か
八
十
三
年
間
に
約
五
六
〇
回
（
一
年
平
均
七
回
弱
）
も
の
地
震
記
録
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
清
和
天
皇
朝
で
は
、
在
位
十
八
年
半
（
八
五
八
～
八
七
六
）
に

毎
年
合
計
一
九
二
回
（
一
年
平
均
一
〇
回
強
）
起
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
貞
観

十
一
年
（
八
六
九
）
五
月
二
十
六
日
（
新
暦
七
月
十
三
日
）
条
の
記
事
は
、
本

誌
前
号
の
巻
頭
言
に
原
文
で
掲
げ
た
が
、
今
回
の
東
日
本
大
震
災
（
Ｍ
９
・

０
）
を
彷
彿
と
さ
せ
る
大
地
震
（
推
計
Ｍ
８
・
６
）
と
大
津
波
の
猛
威
を
リ
ア

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
伝
え
る
（
原
典
『
日
本
三
代
実
録
』
→
『
類
聚
国
史
』）。

陸
奥
国
、
地
大
い
に
震
動
す
。
流
光
昼
の
如
く
隠
映
せ
り
。
頃

し
ば
ら

く
人
民
叫

呼
し
、
伏
し
て
立
つ
能
は
ず
。
或
は
屋
仆た

お

れ
て
圧
死
し
、
或
は
地
裂
け
て

埋
殪え

い

す
。
牛
馬
駭

お
ど
ろ

き
奔
り
、
或
は
相
登
り
て
踏
む
。
城
郭
・
倉
庫
・
門

櫓
・
墻
壁
の
頽
落
し
顚
覆
す
る
も
の
、
そ
の
数
を
知
ら
ず
。

海み
な
と口

は
哮ほ

え
さ
け吼

び
、
声
雷い

か
づ
ち霆

に
似
た
り
。
驚お

お
な
み涛

は
湧わ

き
あ
が潮

り
、
泝く

る
め洄

き
漲み

な
ぎ長

り

て
、
忽

た
ち
ま

ち
城
下
（
多
賀
城
辺
か
）
に
至
る
。
海
を
去
る
こ
と
数
十
百
里
、

浩
々
と
し
て
そ
の
涯は

涘て
を
弁
せ
ず
。
原
野
も
道
路
も
惣
て
滄う

漠み

と
為
れ

り
。
船
に
乗
る
も
遑

い
と
ま

な
く
、
山
に
登
る
も
及
び
難
し
。
溺
れ
死
す
る
者
は

千
許

ば
か
り

。
資
産
も
苗
稼
も
殆
ど
孑げ

つ
い遣

無
し
。

　
大
津
波
の
溺
死
者
千
人
と
い
う
の
は
、
今
日
な
ら
ば
推
定
人
口
比
が
二
十
数

倍
だ
か
ら
二
万
人
以
上
に
も
の
ぼ
る
。
そ
こ
で
、
一
三
五
日
後
の
十
月
十
三
日
、

清
和
天
皇
（
二
十
歳
）
か
ら
「
責
深
く
予
に
在
り
。
今
使
者
を
遣
し
て
恩お

ん

煦く

を
布
く
。
…
…
既
に
死
す
る
者
、
尽
く
収
殯
を
加
へ
、
そ
の
死
す
る
者
、
詳
し

く
賑

し
ん
じ
ゅ
う

恤
を
崇
め
よ
。
…
…
」
と
の
詔
書
が
被
災
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、
平
家
滅
亡
直
後
の
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
八
月
、
京
畿
一
帯

で
大
地
震
（
推
計
Ｍ
７
・
４
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
直
接
体
験
し
た
鴨
長
明

が
、
二
十
数
年
後
『
方
丈
記
』
を
著
し
そ
の
惨
状
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
上
で
、

「
月
日
か
さ
な
り
年
経
に
し
後
は
、
こ
と
の
は
に
か
け
て
言
ひ
出
づ
る
人
だ
に

な
し
」
と
嘆
い
て
い
る
。「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」（
寺
田
寅
彦

『
天
災
と
国
防
』
昭
和
十
年
）
と
い
う
が
、
私
ど
も
は
貞
観
の
記
録
も
今
回
の

記
憶
も
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
万
一
の
備
え
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。〔
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